
 

事業者報告書制度の変更について（令和８年度以降の提出分） 

１ 変更の趣旨 

「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」（以下「しまつのこころ条例」）におい

て、目的や対象とする業種に応じて定めている３つの事業者報告書制度※について、より効果

的・効率的な運用や、事業者の皆様の提出作業の簡略化などが図れるよう、制度間での面積要

件の整理や各報告書様式の変更などを実施 

※ 下表に示す３制度 

制度名称 関連する条文 

２Ｒ取組等事業者報告書制度（以下「２Ｒ制度」） 第１７条 

事業用大規模建築物減量計画書制度（以下「大規模制度」） 第２１条 

特定食品関連事業者減量計画書制度（以下「特定食品制度」） 第２６条 

２ 変更の概要 

⑴ ２Ｒ制度及び特定食品制度の面積要件の変更 

２Ｒ制度と特定食品制度の対象となる事業者の床面積の要件について、業種特性を踏まえ

て、大きく２種類に分ける形で整理・変更※１。 

【２種類の床面積の要件】 

床面積の要件 主な対象業種 報告書の提出 

Ａ 各事業所の床面積が1,000㎡以上 ホテル・旅館等 事業所単位で提出 

Ｂ 複数店舗の床面積の合計が3,000㎡以上 
小売・飲食 

チェーン等 

事業者単位で 

提出※２ 

  ※１ 変更内容の詳細は参考資料１のとおり（２Ｒ制度の大学については変更なし） 

 ※２ ２Ｒ制度対象の小売業・飲食業について、これまでの個別店舗の報告書提出は不要 

⑵ 報告書の提出方法の簡略化 

報告書の作成・提出のための補助ツール（提出用エクセル）を用意することで、複数制度

の対象となっている場合も、一括で報告書を作成・提出できるよう変更 
※ 提出方法に係る詳細は参考資料２ 

⑶ 提出様式に係る主な変更点 

ア ２Ｒ制度及び特定食品制度の両制度に係るもの 

 ① 取組に関する実績及び計画の報告を、これまでの記述式から選択式に変更（報告いた

だく取組は「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」に示すもの） 
 ② リサイクル可能なごみ（紙ごみや生ごみ）について、再生利用の方法の入力を追加 
イ ２Ｒ制度のみに係るもの 

 ① ごみ量の実績の提出を追加（令和８年度に限り提出は任意） 
 ② 店頭回収量の報告を追加（小売業のみ） 

 ⑷ その他 

 制度変更に伴い、令和８年度の提出締切のみ８月３１日に変更（令和９年度以降は現在

と同じ６月３０日締切） 

＜参考＞大規模制度の提出締切は「毎年５月３１日」から「毎年６月３０日」に変更 

 



 
参考資料１ 

見直し前後の面積要件等について（２Ｒ制度及び特定食品制度） 

 

１ ２Ｒ制度 
現行  見直し後 

業種 面積要件  面積要件 提出データ 

物品小売業 
１の店舗等の床面積
の合計：500㎡以上 

又は 
店舗等の床面積の合
計：3,000㎡以上 

 

２以上の店舗等の床面
積の合計：3,000㎡以上 

提出用エク
セルＢ 

飲食店業 
 

旅館業 

１の店舗等の床面積
の合計：1,000㎡以上 

又は 
店舗等の床面積の合
計：3,000㎡以上 

 

１の店舗等の床面積の
合計：1,000㎡以上 

提出用エク
セルＡ 

大学 全ての大学 
 

全ての大学 
提出用エク
セルＡ 

 

２ 特定食品制度 
現行  見直し後 

業種 面積要件  面積要件 提出データ 

食品小売業等 

店舗等の床面積の合
計：3,000㎡以上 

 

２以上の店舗等の床面
積の合計：3,000㎡以上 

提出用エク
セルＢ 

飲食店業 
 

旅館業・ 
結婚式場業等 

 
１の店舗等の床面積の
合計：1,000㎡以上 

提出用エク
セルＡ 

 

【面積要件設定に係る基本的な考え方】 

 旅館業・結婚式場業など、施設ごとに管理実態が異なる事例が多いものは事業所単位で面積

要件を設定し、物品小売業（食品小売業含む）や飲食店業チェーンなど、複数事業所で画一的

な事業を行う事例が多いものは、事業者（複数事業所）単位で面積要件を設定 

 

（参考）大規模制度 

面積要件の変更なし（事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上） 

提出データ：提出用エクセルＡ 

事業所単位 
で規定 

事業所単位 
に限定 

事業者単位 
に限定 

変更なし 

事業者単位 
で規定 


